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平成２０年９月３０日、大阪府選挙管理委員会は政治

資金規正法に基づいて、大阪府選挙管理委員会届出

の政治団体から提出された収支報告書の要旨を大阪

府公報に登載して公表しました。

以下、その概要について紹介します。

（１）政治団体数及び提出状況

政治団体に係る政治資金の収支については、政治

資金規正法により、その１年分（１月１日～１２月３１

日）を翌年の３月３１日（３月３１日が土曜日又は日曜

日にあたるときは、その直後の月曜日）までに報告

することとされています。

平成１９年分の収支報告書の提出義務がある大阪府選

挙管理委員会届出の政治団体数は、政党の支部３１１団

体、その他の政治団体２,５６４団体の計２,８７５団体とな

っています。

これを平成１８年分と比較すると、政党の支部が３

団体減少、その他の政治団体は１５団体増加していま

す。

これらの団体のうち、今回、平成１９年分の収支報

告書の提出があり、その要旨を公表した団体数は、

２,７１７団体で、提出義務団体数の９４.５％となってい

ます。（資料１参照）

（２）収支の状況

公表した政治団体の平成１９年分収入額は１１９億９,５００

万円で、平成１８年分の１０８億３,１００万円から１０.７％増
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資料１　収支報告書の提出状況及び収支の状況
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加しています。（注）

また、支出総額も１２４億５,８００万円で、平成１８年分

の１０５億１,２００万円から１８.５％増加しています。（資料

１・２参照）

これを政党の支部、その他の政治団体別に平成１８

年分と比較しますと、政党の支部では、平成１９年分

収入額は７２億９００万円で、平成１８年分の６０億１,８００万

円から１９.８％、支出総額も７４億８,２００万円で、平成１８

年分の５８億８,０００万円に比べ２７.３％、それぞれ増加

しています。

その他の政治団体では、平成１９年分収入額は４７億

８,５００万円で、平成１８年分の４８億１,３００万円から０.６％

減少し、支出総額は４９億７,６００万円で、平成１８年分の

４６億３,２００万円から７.４％増加しています。（資料３・

６参照）

（注）以降の増減額、増減比の値については、報告

書に記載された１円単位の数値から計算して得

た数値を四捨五入したものを記載しているた

め、資料の数値（千円又は百万円単位）による

計算値とは一致しない場合がある。

（３）収入項目別内訳

平成１９年分収入額を項目別に見ると党費又は会費

が１２億９,５００万円（平成１９年分収入額の１０.８％）、

寄附が５６億５００万円（同４６.７％）、事業収入が１５億

５,９００万円（同１３.０％）、借入金が１億５,０００万円（同

１.３％）、交付金収入が３１億７,８００万円（同２６.５％）、

その他の収入が２億７００万円（同１.７％）となってい

ます。（資料３・４参照）

（４）寄附収入

平成１９年中に政治団体に対してなされた寄附の総

額５６億５００万円は、平成１８年分の４４億１,９００万円に比

べて２６.８％増加しています。

平成１９年分の寄附収入の内訳は、個人からの寄附

が３３億８,７００万円、企業、労働組合などの団体（法人

等）からの寄附が４億９,１００万円、政治団体からの寄

附が１７億２,７００万円となっています。

また、政党の支部、その他の政治団体別に平成１８

年分と比較しますと、政党の支部では、個人からの

寄附が５１.４％、法人等からの寄附が１.４％、政治団体

からの寄附が３８.１％と、それぞれ増加しています。

その他の政治団体では、個人からの寄附が７.９％、

政治団体からの寄附が２０.０％と、それぞれ増加して

います。（資料５参照）

（５）支出項目別内訳

平成１９年分の支出総額を項目別に見ると、経常経

費が４１億１００万円で、平成１８年分の４０億５,７００万円か

ら１.１％、政治活動費も８３億５,７００万円で、平成１８年分

の６４億５,５００万円から２９.５％と、それぞれ増加してい

ます。

なお、政治活動費のうち支出額の多いものは、「寄

附・交付金」「機関紙誌の発行その他の事業費」「組織

活動費」の順となっています。（資料６参照）

資料２　収支額の推移

資料３　収入項目別内訳

 自治大阪2008.12月号  09.2.4 15:06  ページ 7



8 自治大阪 ／ 2008 － 12

資料４　収入項目別内訳（平成１９年分）

資料５　寄附の内訳 資料６　支出項目別内訳
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（６）政党の支部の収支規模

各政党の支部の平成１９年分収入額は、日本共産党

が１番多く、次いで自由民主党が２番目、以下、公

明党、民主党、社会民主党、国民新党の順となって

います。（資料７参照）

平成１９年については、４月に統一地方選挙、７月

に参議院議員通常選挙が執行された年であることか

ら、収支報告上、収入においては寄附が、支出にお

いては選挙関係費が前年比で大幅に増加しているよ

うに、政治団体の活動が例年以上に活発であったこ

とが覗えます。

ところで、政治資金規正法は、政党や政治団体等

の政治活動の実態を国民の前に公開し、国民の不断

の監視と批判の下におくとともに、政治資金を公開

するなどにより、政治活動の公明と公正の確保を目

的としているところですが、近年、「政治とカネ」の

問題が国会で取り上げられ、大きく報道されたこと

も記憶に新しいところです。

これを受けて、国会議員関係政治団体に関して、

人件費を除く１件１万円を超える全ての支出につい

て収支報告書に明細を記載することや１万円以下の

領収書等の公開手続等を定める法改正が行われ、平

成２１年分の支出から適用されるなど、新たな制度が

運用されることになりますが、この改正法の適用の

有無に関わらず、全ての政治団体において、政治資

金の収支の透明性が強く求められていることはいう

までもありません。

各政治団体における政治資金の収支状況について

は、以上に記載のとおりですが、その内容について

の是非は、国民の判断に委ねられており、政治団体

は政治資金の収受に当たって、いやしくも国民の疑

惑を招くことのないよう、公明正大に行うことが求

められています。

おわりに
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資料７　政党の支部の収支規模
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